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段階 税 目 国／地方税 税の使途 現行の税率

自動車税
(環境性能割）

地方税 一般財源※1
３％

（環境性能に応じて課税）

消費税 国税・地方税 一般財源 １０％

４，１００円/0.5t/年

車齢１３年超の車両
５，７００円/0.5ｔ/年

車齢１８年超の車両
６，３００円/0.5ｔ/年

【2019年10月以降に新車新規登録した場合】

排気量に応じ課税
２５，０００～１１０，０００円/年

【既に保有等、上記以外の場合】

排気量に応じ課税
２９，５００～１１１，０００円/年

ガソリン税
（揮発油税＋地方揮発油税

※3）
国 税

道路整備の特定財源だったが、
一般財源化された ５３．８円/ 

軽油引取税 地方税
道路整備の特定財源だったが、

一般財源化された
３２．１円/ 

石油ガス税 国 税
道路整備の特定財源だったが、

一般財源化された １７．５円/ｋｇ

(燃料)消費税 国税・地方税 一般財源 １０％

　　　　　　　　　　　    課税されていたが2009年に道路特定財源の一般財源化に伴い現在の名称に改称された。

　　　　　　　　　　

【表１】現在の自動車税制（２０２３年度）

保
 

有

自動車重量税 国 税
道路整備の特定財源だったが、

一般財源化された※2

自動車税
（種別割）

地方税 一般財源

使
 

用
（

走
行
）

※1 一般財源 ： 税収の使途に限定がなく、国や地方公共団体の裁量で自由に使える財源。

※2 道路特定財源 ： 道路整備等の支出に充てるとされていた財源（現在は廃止）。

※3 地方揮発油税 ： 国税として徴収されるが全額が各地方に譲与される。以前は「地方道路税」という名称で

※エコカー減税等適用外の自家用乗用車
(普通車又は小型車)の場合

取
得

(

購
入
）

 

３．表１のように、日本では自動車の取得段階で「消費税」のほか「環境性能割」が課せられ、さら

に保有段階においては、「自動車税（軽自動車は軽自動車税）」と「自動車重量税」が課税さ

れており、消費税を除く 車体課税の負担は欧米諸国に比べ約１．９～２９倍と極めて過重なも

のとなっております｡欧米では、自家用乗用車に自動車重量税と同種の税金を課している国は

ありません。 
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